
教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨 
 
日 時 令和 6 年 9 月 18 日（水）13 時 30 分～14 時 15 分 
場 所 本部棟 401 会議室（一部オンライン） 
出 席 者 西尾総長、 

金田、田中敏宏、尾上、福田、田中学、水島、山本、深瀬、井上、武内、泉谷 
各理事、 
進藤、森井、豊田、島岡、近藤 各副学長、 
栗原（文）、宮本、宇野田（人文）、西森、篠原（人）、武田、長田（法）、佐々木、

椎葉（経）、近藤、藤原（理）、熊ノ郷（医）、西村、仲野（歯）、小比賀、福澤

（薬）、大政、尾﨑（工）、和田、関山（基）、中嶋、大槻（国公）、原、森田（情）、

深川、石井（生）、松本、野呂（高）、片山（小児）、髙倉（微）、黒田（産）、 
栗栖（蛋）、敦賀（社）、藤井（接）、兒玉（レ）、野々村（医病）、山城（歯病）、

有川（国際）、岸田（日日）、中野（核）、降籏（サ） 各評議員 
オブザーバー 河原（ミュ）、太刀掛（キャ）、竹田（免）、池（CO） 各部局長 
欠 席 者 筒井（外）、石田（医） 各評議員 
 
○ 西尾総長から、新任の監事の紹介が行われ、就任の挨拶があった。 
 
○ 前回議事要旨（案）の確認 

前回（7 月 17 日）、臨時教育研究評議会（8 月 21 日）及び書面審議の議事要旨（案）に

ついて、特に意見等があれば 9 月 24 日（火）までに総務部総務課運営調整係へ提出するこ

ととした。 
（なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。）  

 
議       事 

 
〔報告事項〕 
1 監事の任命について 

西尾総長から、配付資料に基づき報告があった。 
 
2 令和 7 年度概算要求事項について 

金田理事から、配付資料に基づき報告があった。 
 
3 大学間学術交流協定の締結について 

深瀬理事から、配付資料に基づき報告があった。 
 

4 学生の懲戒について 
西尾総長から、同日に開催した補導会議において、学生の懲戒処分を決定したことにつ

いて報告があった。 
 

 



〔審議事項〕 
1 学内規程の制定及び一部改正について 
（1）運営方針会議規程の制定 
（2）組織規程の一部改正 
（3）役員会規程の一部改正 
（4）経営協議会規程の一部改正 
（5）教育研究評議会規程の一部改正 
（6）監事及び監事監査規程の一部改正 
（7）総長、理事、副学長及び部局長の業務に関する規程の一部改正 
（8）役員の辞任に関する規程等の一部改正 
  ・役員の辞任に関する規程 
  ・理事の選考、任命及び解任に関する規程 
  ・副学長に関する規程 
  ・総長参与規程 
（9）部局長会議規程の一部改正 
（10）名義及び学章の使用に関する規程の一部改正 
（11）学外者による名義及び学章の使用に関する取扱規程の制定 
（12）主催等の取扱いに関する規程の制定 
（13）部局長選考規程の一部改正 
（14）情報イノベーション機構規程の制定 
（15）D3 センター規程の制定 
（16）D3 センター教授会規程の制定 
（17）D3 センター全国共同利用運営委員会規程の制定 
（18）D3 センター長選考規程の制定 
（19）D3 センター大規模計算機システム利用規程の制定 
（20）D3 センター教育用計算機システム利用規程の制定 
（21）D3 センターライフデザイン・イノベーション拠点本部規程の制定 
  （1）から（21）について、西尾総長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、

これを承認した。 
 
2 就業規則等の制定及び一部改正について 
（1）通勤手当支給方法の統一及び入試手当支給対象者の拡大に伴うもの 
「国立大学法人大阪大学教職員給与規程」 
「国立大学法人大阪大学教職員の通勤手当に関する細則」 
「国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程」 
「国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程」 
「国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程」 
「国立大学法人大阪大学任期付教職員の通勤手当に関する細則」 
「国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程」 
「国立大学法人大阪大学任期付新年俸制教職員給与規程」 
（2）情報イノベーション機構 D3 センター設置に伴うもの 



「国立大学法人大阪大学管理職の範囲等に関する細則」 
「国立大学法人大阪大学教職員の医師等調整手当に関する細則」 
「国立大学法人大阪大学任期付教職員の医師等調整手当に関する細則」 
（3）大阪府の最低賃金改定に伴うもの 
「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等給与規程」 
「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」 
（4）臨床工学技士特定業務手当の新設に伴うもの 
「国立大学法人大阪大学臨床工学技士特定業務手当の支給に関する要項」 
  （1）から（4）について、水島理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、こ

れを承認した。 
 
3 名誉教授の称号授与について 
  西尾総長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、推薦のあった候補者１名に

名誉教授の称号を授与することを承認した。 
 
〔その他事項〕 
1 次回教育研究評議会の日程について 
  次回の定例教育研究評議会を、10 月 16 日（水）13 時 30 分から開催することとした。 
 

（以上） 


